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制度や行事の情報発信

　　　　　　区　分　　　　　　区　分 　　上限額（月額）上限額（月額）

　現役並み所得相当の世帯　現役並み所得相当の世帯
　（年収約383万円以上）　（年収約383万円以上） 　44,400円（世帯）　44,400円（世帯）

　一般　一般 　44,400円（世帯）　44,400円（世帯）

　　世帯全員が住民税非課税世帯全員が住民税非課税
　　・老齢福祉年金受給者・老齢福祉年金受給者
      ・合計所得金額と課税年金収入金額が80万円以下・合計所得金額と課税年金収入金額が80万円以下

　24,600円（世帯）　24,600円（世帯）
　24,600円（世帯）　24,600円（世帯）
　15,000円（個人）　15,000円（個人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生活保護受給者生活保護受給者 　15,000円（世帯）　15,000円（世帯）

　15,000円（個人）　15,000円（個人）

65歳以上の人に介護保険料の決定通知書をおくります
問 介護支援課 介護保険係（℡64-1555）

令
和
3
年
度
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
や

納
付
通
知
書
を
7
月
中
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま

す
。
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん

が
加
入
者
と
な
っ
て
保
険
料
を
納
め
、
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
ら
、
費
用
の
一
部
を
負
担

す
る
こ
と
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま

す
。
介
護
保
険
料
は
、
３
年
ご
と
に
見
直
し

を
行
い
ま
す
。
令
和
3
年
度
の
年
間
保
険
料

額
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。
第
１
号
被
保

険
者
の
保
険
料
は
、
本
人
の
所
得
状
況
と

世
帯
の
状
況
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
原
則

と
し
て
、
年
金
支
払
い
時
に
天
引
き
さ
れ
る

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す（
年
金
支
払
額
が
年

額
18
万
円
以
上
の
人
）。
特
別
徴
収
と
な
ら

な
い
人
は
普
通
徴
収
と
な
り
、
納
付
書
で
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
な
い

よ
う
、
金
融
機
関
に
て
口
座
振
替
の
手
続
き

を
す
る
と
便
利
で
す
。

【
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
更
新
は
８
月
】

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
ま
で
で
す
。
８
月
１
日
現
在
、
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
８
月
１
日
以

降
適
用
の
新
し
い
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

７
月
中
旬
に
普
通
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。

【
詐
欺
に
注
意
】

　
介
護
保
険
料
還
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
が
あ

っ
た
と
の
連
絡
を
多
数
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。少
し
で
も
、不
審
な
電
話
や
メ
ー
ル
、郵

便
物
だ
と
思
っ
た
ら
、消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

や
警
察
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼「高額介護サービス費」の自己負担の上限額が変わります（令和 3 年 8 月利用分～）
　同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担（１～３割）の合計金額が高額になり、上限額を超えたと
きは、申請することで超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

▼第 1 号被保険者（65 歳以上の人）の令和 3 年度介護保険料

※介護保険料の算出に使われる合計所得金額は、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額です。
※第１段階から第５段階の合計所得金額は、課税年金収入に係る所得金額を控除して得た額です。

生活保護を受給している

老齢福祉年金を
受給している

同じ世帯に市民
税を課税されて
いる人がいる

前年の合計所得＋
課税年金収入額が

80 万円以下

120 万円未満

120 万円以上 210 万円未満

210 万円以上 320 万円未満

320 万円以上 400 万円未満

400 万円以上

前
年
の
合
計
所
得
金
額
は
？
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課税年金収入額が

80 万円以下
あ
な
た
に
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえいいえいいえ

いいえいいえいいえ

はい

はい

はい

いいえ

所得段階 算定式 年額保険料

第 1 段階 基準額× 0.3 23,400 円

第 2 段階 基準額× 0.5 39,000 円

第 3 段階 基準額× 0.7 54,600 円

第 4 段階 基準額× 0.9 70,200 円

第 5 段階 基準額 78,000 円

第 6 段階 基準額× 1.2 93,600 円

第 7 段階 基準額× 1.3 101,400 円

第 8 段階 基準額× 1.5 117,000 円

第 9 段階 基準額× 1.7 132,600 円

第 10 段階 基準額× 2.0 156,000 円

※該当者には、サービス利用月の約 3か月後に市より「高額介護（介護予防）サービス費支給申請書」を郵送します。

▼介護保険施設サービスを利用した際の「自己負担限度額」が変わります（令和 3 年 8 月利用分～）
　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）を利用した場合は、
介護保険サービスの利用者負担（1 ～ 3 割）のほかに、居住費（滞在費）・食費・日常生活費を支払います。　　  
　低所得の人でも施設利用が困難とならないように、申請することで居住費（滞在費）・食費は所得に応じた自
己負担限度額までを支払い、これを超えた分は介護保険から給付されます。
※申請には対象者および配偶者と世帯全員が住民税非課税であることが要件です。

利用者負利用者負
担段階担段階 所得の状況所得の状況 預貯金等資産の状況預貯金等資産の状況

居住費（滞在費）居住費（滞在費）
食費食費ユニット型ユニット型

個室個室
ユニット型ユニット型

個室的多床室個室的多床室
従来型個室従来型個室

※1※1 多床室多床室

第1段階第1段階 ・生活保護受給者・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者・老齢福祉年金受給者

単身：1,000万円以下単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下夫婦：2,000万円以下 820円820円 490円490円 320円320円

（490円）（490円） 0円 300円300円

第2段階第2段階 合計所得＋年金収入合計所得＋年金収入
額が80万円以下額が80万円以下

単身：1,000万円以下単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下夫婦：2,000万円以下 820円820円 490円490円 420円420円

（490円）（490円） 370円370円 390円390円

第3段階第3段階 合計所得＋年金収合計所得＋年金収
入額が80万円超入額が80万円超

単身：1,000万円以下単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下夫婦：2,000万円以下 1,310円1,310円 1,310円1,310円 820円820円

（1,310円）（1,310円） 370円370円 650円650円

※ 1 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を利用した場合はかっこ内の金額
※ 2 短期入所サービスを利用した場合はかっこ内の金額

【利用者の負担上限額（1 か月）】
令和 3 年 7 月まで

区　分区　分 上限額（月額）上限額（月額）

　年収約1,160万円以上　年収約1,160万円以上 　140,100円（世帯）　140,100円（世帯）

　年収約770万円以上1,160万円未満　年収約770万円以上1,160万円未満 　93,000円（世帯）　93,000円（世帯）
　年収約383万円以上770万円未満　年収約383万円以上770万円未満 　44,400円（世帯）　44,400円（世帯）
　一般　一般 　44,400円（世帯）　44,400円（世帯）
　世帯全員が住民税非課税　世帯全員が住民税非課税
　　・老齢福祉年金受給者・老齢福祉年金受給者
　 　 ・合計所得金額と課税年金収入金額が80万円以下・合計所得金額と課税年金収入金額が80万円以下

　　24,600円（世帯）24,600円（世帯）
24,600円（世帯）24,600円（世帯）

　　15,000円（個人）15,000円（個人）

　生活保護受給者　生活保護受給者 　15,000円（世帯）　15,000円（世帯）
　15,000円（個人）　15,000円（個人）

令和 3 年 8 月から

【居住費・食費の自己負担限度額（1 日）】
令和 3 年 7 月まで

令和 3 年 8 月から

利用者負利用者負
担段階担段階 所得の状況所得の状況 預貯金等資産の状況預貯金等資産の状況

居住費（滞在費）居住費（滞在費）
食費食費
※2※2ユニット型ユニット型

個室個室
ユニット型ユニット型

個室的多床室個室的多床室
従来型個室従来型個室

※1※1 多床室多床室

第1段階第1段階 ・生活保護受給者・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者・老齢福祉年金受給者

単身：1,000万円以下単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下夫婦：2,000万円以下 820円820円 490円490円 320円320円

（490円）（490円） 0円 300円300円

第2段階第2段階 合計所得＋年金収入合計所得＋年金収入
額が80万円以下額が80万円以下

単身：650万円以下単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下夫婦：1,650万円以下 820円820円 490円490円 420円420円

（490円）（490円） 370円370円 390円390円
(600円）(600円）

第3段階①第3段階① 合計所得＋年金収入額が合計所得＋年金収入額が
80万円超120万円以下80万円超120万円以下

単身：550万円以下単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下夫婦：1,550万円以下 1,310円1,310円 1,310円1,310円 820円820円

（1,310円）（1,310円）370円370円 650円650円
（1,000円）（1,000円）

第3段階② 合計所得＋年金収入額
が120万円超の方

単身：500万円以下単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下夫婦：1,500万円以下 1310円 1,310円1,310円 820円820円

（1,310円）（1,310円）370円370円 1,360円1,360円
（1,300円）（1,300円）


